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 保護者の皆様 
 ⽇ 吉 台 ⼩ 学 校 
 Ｐ  Ｔ  Ａ  代  表 
 校外委員会 代表 

   

 【令和５年６月～令和６年５月　年間交通当番予定表】について 
 　 

 　  ⽇頃は、校外活動へご協⼒いただきまして、ありがとうございます。 
 皆様におかれましては、ご多忙のところ交通当番申告フォームへのご回答をありがとうございました。 
 本⽇ お⼦さまを通して、うさこ封筒で年間当番表（紙⾯）を配付いたしました。 

 ◆学年ごとの同伴登下校月をご確認ください◆ 
 ご自身のお子さまの学年担当月に、月2回以上の実施をお願い致します。 

 　  保護者の皆様が実際に通学路を歩いてみて、⼦どもたちの⽬線にたち「どの場所にどんな危険がある 
 か、どうしたら安全か」を、⼀つひとつその場で確認していくことが重要であり、それが⼦どもたちの安 
 全確保につながっていきます。また、⼀定の犯罪抑⽌⼒にもつながりますので、ご協⼒いただけますと幸 
 いです。 
 　　　 

 ★当番予定表をご確認ください★ 
 　　 

 ●  当番表に     注意事項     の紙⾯が増えました。 
 ●  登校時/下校時交通当番の⽴ち位置が変更になっているブロックがあります。 
 ●  新システム【実施報告フォーム】も今年度より取り⼊れております。当番実施後、 

 特に気になった事や、学校や委員に知らせる必要がある事について、ご報告ください。 
 詳細は交通当番表をご確認ください。 

 交通当番の時は、携帯電話（スマホなど）をご持参ください︕ 
 交通事故や、不審者を⽬撃した際は、必要に応じて連絡をしてください。 

 ★港北警察署　  　　    　　　　　　　　　０４５－５４６－０１１０ 

 ★日吉台小学校　　　　　　     　　　　　０４５－５６１－２０４２ 

 　★所属ブロック委員 　　　（お手元の当番表でご確認ください） 



 ★一斉交通当番日とは？ 

 ⇒交通当番表に記載されている⼀⻫交通当番の⽇は例年、危険な事案が多く報告され 
   ており、特に皆様のご協⼒が必要な⽇としています。 

 【うさこ封筒】について 

    校外委員会から封筒が届きましたら、中の書類を取り出し、 
 封筒のみを お⼦さま→担任の先⽣を経由してご提出ください。 

  個⼈情報の書かれた書類などを封⼊し、校外委員会から各ご家庭へ配付する際に⽤います。 
 各ご家庭ごとに6年間使⽤しますので、紛失にはご注意ください。 

  〜⾃転⾞のマナーについて〜 

  「道路交通法改正」  により、4⽉1⽇から  ⾃転⾞に乗るすべての⽅のヘルメット着⽤が 
 努⼒義務化  されました。 

    ＊⾃転⾞は⾞両  です。 
 「交差点を右に曲がる時」「⾞道は左側通⾏」「歩道は歩⾏者優先」  など、 
 今⼀度、ご家族で⾃転⾞マナーについてもご確認いただけますと幸いです。 

 ＊交通当番表の作成にあたり、各ブロック委員様には多くの時間を費やしていただきました。 

 この当番表を基に、今年度も保護者の皆様とともに子どもたちの登下校を見守ってまいります。 

 引き続き、校外活動へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 校外委員会代表  メールアドレス︓   　hiyoshidai.kougai30@gmai.com 


